
チェックリスト２ 木材等の違法伐採リスク評価に係る確認事項 社内管理番号：

「低リスク評価寄与度」の上位の項目が確認できれば、下位の項目の確認は省略可能です。

大 中 小

１ 総論

(1) □ 収集した全ての書類は、期限は有効、発行日は妥当なものです。 ア、キ

(2) □
調達する木材等の全量についての情報（合法性の証明、伐採国又は地域、
樹種名）を把握できています

ア、イ、ウ、エ、カ、キ

(3) □ 調達した木材等は、単一の材料でできている又は組み合わせたものです。 オ

(4) □
調達する木材等の一部についての情報（合法性の証明、伐採国又は地域、
樹種名）を把握できています

ア、イ、ウ、エ、カ、キ

２ 原材料となっている樹木が我が国又は伐採国の法令に適合して伐採されたことを証明する書類や情報

(1) □
調達した木材等について、原材料となっている樹木が我が国又は伐採国の
法令に適合して伐採されたことを証明する公的機関が発行した書類を取得
しています

ア

(2) □
調達した木材等について、森林認証（FSCやPEFC）や合法性検証等の第三
者機関による認証等を受けた事業者からの合法性証明書を取得しています

ア

(3) □
調達した木材等について、林野庁ガイドライン（平成18年）に基づく合法木材
供給事業者認定を受けた事業者からの合法性証明書を取得しています

ア

(4) □
伐採者が自主的に発行した、原材料となった樹木について法令に適合して
伐採したことの証明書を取得しています

ア

(5) □
調達した木材等について、森林所有者や樹木の伐採を行った事業者から調
達先までの取引関係を把握しています

キ

３ 調達先に関する情報

(1) □ 調達先と「合法伐採木材等を供給する」旨の契約等を結んでいます キ

(2) □
調達先とは取引実績があり、木材等の合法性に関し、これまで問題になった
ことはありません

キ

(3) □
調達先は、合法性に関する何らかの認証や検証等を取得していたり、認定
等を受けている事業者です

キ

(4) □
調達先の事業者は、木材等の合法性に関する自己宣言や、取組について
の報告等を公表しています

キ

４ 原材料となっている樹木が伐採された国又は地域

(1) □
伐採国は汚職・腐敗が行われている可能性が低く、かつ、違法伐採対策に
関する法令が整備されています

ウ

(2) □ 伐採国又は地域において、違法伐採や違法行為等の報道はありません ウ

５ 原材料となっている樹木の樹種

(1) □ 調達した木材等の原材料の樹木について、樹種名を把握しています エ、キ

(2) □ 調達した木材等の樹種に関し、範囲が明確な総称を把握しています エ、キ

(3) □
調達した木材等の樹種は、記載された伐採国又は地域に分布するものであ
り、かつ、当該国又は地域において伐採や取引の禁止対象となっている樹
種は含まれていません

ウ、エ

(4) □ 植林木／人工林由来の木材のみが原材料として使われています キ

(5) □
伐採国又は地域において違法伐採事例が知られている樹種は含まれてい
ません

ウ、エ

上記の確認により、違法伐採リスクは無視できるレベルと評価し、合法性が確認できたと判断できましたか？

□ 違法伐採リスクは無視できるレベルと評価し、合法性が確認できたと判断しました

□ 違法伐採リスクは無視できないレベルと評価し、合法性が確認できなかったと判断しました
→ 【チェックリスト３】へ

No.

低リスク評価
寄与度 確認内容

チェックリスト１の
事項

自由記載欄

37


